
令和８年６月１日  

保護者 様 
 

鈴鹿市立牧田小学校長  
 

非常時における児童の登下校の指導及び授業の実施基準の改定について 
 

平素から、本校の教育活動及び防災対策取組へのご理解、ご協力を賜り、誠にあり
がとうございます。 
さて、見出しの件につきまして、令和８年４月１０日付け文書にてお知らせしたと

ころですが、このたび、鈴鹿市教育委員会をとおして、気象庁が防災気象情報の新た
な運用を開始する旨の通知がありました。 

ついては、これに伴い、非常時の対応基準を下記のとおり変更しますので、内容や
非常時の対応についてお子様と確認いただきますよう、お願いします。 
 

記 

１ 新規運用防災気象情報 

２ 当日の臨時休業の判断基準 

場面 対象となる警報（変更後） 対応 

始業前に発表 
（午前７時時点で発表中） 

 

・暴風（雪）特別警報 

・大雪特別警報 
・レベル５大雨特別警報 
・レベル４大雨危険警報 
・台風接近に伴うレベル３大雨警報 
・暴風（雪）警報 

授業中止 

始業前に解除 
（午前７時までに解除） 

同上 
安全確認後通常

授業 

始業後に発表 
（午前７時以降に発表） 

同上 
中学校区協議後 

対応決定 

 ※下線部が新たに運用される防災気象情報 


